
  

一 

特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
は
、
特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

一 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
砂
等
」
と
は
、
土
、
砂
利
（
砂
及
び
玉
石
を
含
む
。
）
、
砕
石
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
廃
棄
物
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
に
該
当
す
る
も
の
及
び
放
射
性
物
質
に
よ

っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
除
く
こ
と
。 

 

二 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
規
模
工
事
」
と
は
、
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
工
事
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
当
該
工
事
か
ら
発
生
す
る
土
砂
等
の
見
込
量
が
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
限
度
と
し
て
当
該
土
砂
等
の
管
理

の
必
要
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
体
積
を
超
え
る
も
の
を
い
う
こ
と
。 

 

三 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
土
砂
等
」
と
は
、
大
規
模
工
事
か
ら
発
生
し
た
土
砂
等
を
い
う
こ
と
。 



 

二 

第
三 

大
規
模
工
事
の
注
文
者
に
よ
る
通
知 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 
 

大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一
部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
注
文
者
は
、
当
該
大
規
模
工
事
の
全

部
又
は
一
部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
注
文
者
か
ら
請
け
負
う
者
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
請
け
負
わ
せ
る
工
事
が
大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一

部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
旨
、
大
規
模
工
事
の
発
注
者
（
大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一
部

（
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
注
文
者
を
い
う
。
第
四
の
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の

他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

第
四 

特
定
土
砂
等
管
理
票
及
び
特
定
土
砂
等
最
終
管
理
票 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

 

一 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
又
は
大
規
模
工
事
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
施
工
す
る
者
（
以

下
「
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
大
規
模
工
事
に
係
る
特
定
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者

に
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
引
渡
し
と
同
時
に
、
当
該
他
の
者
に
対
し
、

引
き
渡
す
特
定
土
砂
等
の
体
積
、
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
引
渡
し
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
土
砂
等
管
理
票
（
以
下
単
に
「
管
理
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付



  

三 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

二 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
定
土
砂
等
（
②
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
②
の
管
理
票
に
係
る
特
定
土
砂
等

に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
引

渡
し
と
同
時
に
、
当
該
他
の
者
に
管
理
票
を
交
付
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
定
土
砂
等

に
係
る
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

① 

当
該
特
定
土
砂
等
に
係
る
大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
者 

② 

一
又
は
二
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
（
当
該
特
定
土
砂
等
に
係
る
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
及
び
①
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
） 

 

三 

一
又
は
二
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
管
理
票
に
係
る
特
定
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
（
当
該
交
付

を
受
け
た
後
に
他
の
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
付
合
、
加
工
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
土
砂
等
で
な
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
定
土
砂
等
に
係

る
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
に
対
し
、
土
砂
等
で
な
く
な
っ
た
特
定
土
砂
等
の
体
積
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
特
定
土
砂
等
最
終
管
理
票
（
以
下
単
に
「
最
終
管
理
票
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ



 

四 

と
。 

 

四 
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
管
理
対
象
特
定
土
砂
等
（
一
に
よ
り
交
付
し
た
管
理
票
に
係
る
特
定
土
砂
等
及
び
二
①

に
掲
げ
る
者
か
ら
二
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
管
理
票
の
写
し
に
係
る
特
定
土
砂
等
を
い
う
。
以
下
四
及
び
五
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
全
部
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
部
分
を
除
く
。
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
三
に
よ
る
最
終
管
理
票
の

送
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
管
理
対
象
特
定
土
砂
等
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の

結
果
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

五 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
管
理
対
象
特
定
土
砂
等
の
全
部
に
つ
い
て
三
に
よ
る
最
終
管
理
票
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
旨
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

六 

一
若
し
く
は
二
に
よ
り
管
理
票
を
交
付
し
、
又
は
三
に
よ
り
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者
は
、
当
該
管
理
票
の
写
し
又

は
当
該
最
終
管
理
票
の
写
し
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

七 

一
又
は
二
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
管
理
票
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。 



  

五 

 
八 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
二
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
、
又
は
三
に
よ
る
最
終
管
理
票
の
送
付
を
受

け
た
と
き
は
、
当
該
管
理
票
の
写
し
又
は
当
該
最
終
管
理
票
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。 

第
五 

管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
等
の
禁
止 

 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

 

一 

第
四
の
一
又
は
二
に
よ
り
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
は
、
管
理
票
を
交
付
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。 

 

二 

第
四
の
三
に
よ
り
最
終
管
理
票
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
は
、
最
終
管
理
票
を
送
付
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。 

第
六 

罰
則 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
） 

 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 

① 

第
三
に
よ
る
通
知
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
者 

 

② 

第
四
の
一
又
は
二
に
違
反
し
て
、
管
理
票
を
交
付
せ
ず
、
又
は
第
四
の
一
の
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

記
載
を
し
て
管
理
票
を
交
付
し
た
者 



 

六 

 

③ 

第
四
の
二
に
違
反
し
て
、
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
か
っ
た
者 

 
④ 

第
四
の
三
に
違
反
し
て
、
最
終
管
理
票
を
送
付
せ
ず
、
又
は
第
四
の
三
の
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記

載
を
し
て
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者 

 

⑤ 

第
四
の
四
又
は
五
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

 

⑥ 

第
四
の
六
か
ら
八
ま
で
に
違
反
し
て
、
管
理
票
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
最
終
管
理
票
若
し
く
は
そ
の
写
し
を
保
存

し
な
か
っ
た
者 

 

⑦ 

第
五
の
一
に
違
反
し
て
、
管
理
票
を
交
付
し
た
者 

 

⑧ 

第
五
の
二
に
違
反
し
て
、
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者 

 

二 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

一
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
一
の
罰
金
刑
を
科
す
る
こ
と
。 

第
七 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
二
の
一
及
び
二
、
第
三
、
第
六
の
一
（
①
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
二
（
第
六
の
一
①
に
係
る
部
分
に
限



  

七 

る
。
）
並
び
に
第
八
の
一
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

第
八 
経
過
措
置
等 

 

一 

第
三
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
七
た
だ
し
書
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
大
規
模
工
事

（
当
該
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
大
規
模
工
事
か
ら
発
生
す
る
土
砂
等
の
見
込
量
が
第
二
の
二
の
政
令
で
定
め
る
体

積
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 

二 

第
四
及
び
第
五
（
こ
れ
ら
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
三
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
以
後
に
発
生
し
た
特
定
土
砂
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
項
関
係
） 

第
九 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 



  

一 

特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
土
砂
等
」
と
は
、
土
、
砂
利
（
砂
及
び
玉
石
を
含
む
。
）
、
砕
石
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
又
は
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
汚
染
土
壌
に
該
当
す
る
も
の
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
規
模
工
事
」
と
は
、
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
工
事
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
当
該
工
事
か
ら
発
生
す
る
土
砂
等
の
見
込
量
が
五
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
限
度
と
し
て
当
該
土
砂
等
の
管
理
の
必

要
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
体
積
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
土
砂
等
」
と
は
、
大
規
模
工
事
か
ら
発
生
し
た
土
砂
等
を
い
う
。 



 

二 

（
大
規
模
工
事
の
注
文
者
に
よ
る
通
知
） 

第
三
条 

大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一
部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
注
文
者
は
、
当
該
大
規
模
工
事

の
全
部
又
は
一
部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
注
文
者
か
ら
請
け
負
う
者
に
対
し
、
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
請
け
負
わ
せ
る
工
事
が
大
規
模
工
事
の
全
部
又

は
一
部
（
特
定
土
砂
等
の
発
生
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
旨
、
大
規
模
工
事
の
発
注
者
（
大
規
模
工
事
の
全
部
又
は

一
部
（
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
注
文
者
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名

称
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
土
砂
等
管
理
票
及
び
特
定
土
砂
等
最
終
管
理
票
） 

第
四
条 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
又
は
大
規
模
工
事
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
施
工
す
る
者

（
以
下
「
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
大
規
模
工
事
に
係
る
特
定
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の

者
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
引
渡
し
と
同
時
に
、
当
該
他
の
者
に
対
し
、

引
き
渡
す
特
定
土
砂
等
の
体
積
、
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
引
渡
し
を
受
け
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
特
定
土
砂
等
管
理
票
（
以
下
単
に
「
管
理
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な



  

三 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
定
土
砂
等
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
管
理
票
に
係
る

特
定
土
砂
等
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
引
渡
し
と
同
時
に
、
当
該
他
の
者
に
管
理
票
を
交
付
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
定
土

砂
等
に
係
る
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
に
当
該
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
特
定
土
砂
等
に
係
る
大
規
模
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
者 

二 

前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
（
当
該
特
定
土
砂
等
に
係
る
大
規
模
工
事
の
発
注
者
等

及
び
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
管
理
票
に
係
る
特
定
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
（
当
該
交

付
を
受
け
た
後
に
他
の
者
に
引
き
渡
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
付
合
、
加
工
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
土
砂
等
で
な
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
定
土
砂
等
に
係
る

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
に
対
し
、
土
砂
等
で
な
く
な
っ
た
特
定
土
砂
等
の
体
積
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
特
定
土
砂
等
最
終
管
理
票
（
以
下
単
に
「
最
終
管
理
票
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四 

４ 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
管
理
対
象
特
定
土
砂
等
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
管
理
票
に
係
る
特
定
土
砂
等

及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
管
理
票
の
写
し
に
係
る
特
定
土
砂
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
部
分
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
最
終
管
理
票
の
送
付
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
管
理

対
象
特
定
土
砂
等
の
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
管
理
対
象
特
定
土
砂
等
の
全
部
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
最
終
管
理
票
の
送
付
を

受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の
旨
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
票
を
交
付
し
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者

は
、
当
該
管
理
票
の
写
し
又
は
当
該
最
終
管
理
票
の
写
し
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
管
理
票
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

大
規
模
工
事
の
発
注
者
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
票
の
写
し
の
送
付
を
受
け
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
最



  

五 

終
管
理
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
管
理
票
の
写
し
又
は
当
該
最
終
管
理
票
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
票
及
び
最
終
管
理
票
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。 

（
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
に
よ
る
管
理
票
の
交
付
等
の
禁
止
） 

第
五
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
は
、
管
理
票
を
交
付

し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
最
終
管
理
票
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
は
、
最
終
管
理
票
を
送
付
し
て
は

な
ら
な
い
。 

（
罰
則
） 

第
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
者 

二 

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
管
理
票
を
交
付
せ
ず
、
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記

載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
管
理
票
を
交
付
し
た
者 



 

六 

三 

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
管
理
票
の
写
し
を
送
付
し
な
か
っ
た
者 

四 
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
最
終
管
理
票
を
送
付
せ
ず
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者 

五 

第
四
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

六 

第
四
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
、
管
理
票
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
最
終
管
理
票
若
し
く
は
そ

の
写
し
を
保
存
し
な
か
っ
た
者 

七 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
管
理
票
を
交
付
し
た
者 

八 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
最
終
管
理
票
を
送
付
し
た
者 

第
七
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す

る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 



  

七 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
、
第
六
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
（
第
六
条
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
次
項
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
三
条
の
規
定
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
行
わ

れ
て
い
る
大
規
模
工
事
（
当
該
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
大
規
模
工
事
か
ら
発
生
す
る
土
砂
等
の
見
込
量
が
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
体
積
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

３ 

第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者

に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
発
生
し
た
特
定
土
砂
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

４ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 





  

九 

理 

由 
災
害
の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す
る
た
め
、
特
定
土
砂
等
の
管
理
に
関
す
る
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


